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光
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◆
「
自
治
体
議
会
選
挙
制
度
」
の
見
直
し
？ 

総
務
省
の
「
地
方
議
会
・
議
員
に
関
す
る
研
究
会
」
が
報
告
書
を

取
り
ま
と
め
平
成
２９
年
７
月
に
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。（
以
下
、

「
報
告
書
」。）
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
議

会
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
見
直
し
の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
で
す
。 

冒
頭
、
地
方
議
会
・
議
員
を
取
り
巻
く
環
境
で
認
識
に
触
れ
、

以
下
の
内
容
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

●
市
区
町
村
議
会
議
員
選
挙 

「
報
告
書
」
の
中
で
、
考
え
ら
れ
る
市
区
町
村
議
会
選
挙
に
関

し
て
は
、「
考
え
ら
れ
る
市
区
町
村
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
」
と
し

て
三
つ
の
案
を
示
し
て
、
そ
の
導
入
へ
の
理
由
、
メ
リ
ッ
ト
、
留

意
事
項
を
示
し
て
い
ま
す
。 

【
案
１
】
中
規
模
か
ら
大
規
模
団
体
と
し
て
、「
政
策
・
政
党
本

位
の
議
会
構
成
を
促
進
す
る
方
向
性
」
と
し
て
「
比
例
代
表
選
挙

を
導
入
す
る
案
」
、
次
に
、
【
案
２
】
小
規
模
か
ら
中
規
模
団
体
と

し
て
、「
現
行
の
地
域
代
表
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
議
員
間
の
グ
ル
ー

プ
化
を
促
す
と
と
も
に
住
民
の
よ
り
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
反
映
す
る

方
向
性
」
と
し
て
「
投
票
方
法
に
制
限
連
記
制
を
導
入
し
つ
つ
、
必

要
に
応
じ
て
選
挙
区
設
置
を
進
め
る
案
」
、
そ
し
て
、【
案
３
】
と
し

て
小
規
模
団
体
に
お
け
る
代
替
案
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

●
都
道
府
県
議
会
議
員
選
挙 

考
え
ら
れ
る
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
に
関
し
て
は
、

「
比
例
代
表
選
挙
を
導
入
す
る
案
」
の
検
討
示
し
、
メ
リ
ッ
ト
、
留

意
点
に
触
れ
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
こ
の
比
例
代
表
選
挙
に

つ
い
て
検
討
し
た
内
容
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

●
「
お
わ
り
に
」
と
し
て
、「
純
粋
に
学
術
的
な
観
点
に
立
っ
て

議
論
を
深
め
て
き
た
」、「
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
制
度
は
、
地
方

自
治
の
み
な
ら
ず
、
政
治
面
へ
の
大
き
な
影
響
与
え
る
事
柄
で
あ

り
、
今
後
、
民
主
政
治
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
当
事

者
で
あ
る
地
方
自
治
関
係
者
や
、
国
会
、
政
党
を
は
じ
め
各
方
面
に

お
い
て
幅
広
い
国
民
的
な
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。」
と
結
ん
で
い
ま
す
。 

欧
米
で
は
、
小
選
挙
区
、

小
選
挙
区
と
大
選
挙
区

（
行
政
区
全
体
）
の
組
み

合
わ
せ
、
半
数
改
選
（
奇
数

の
場
合
は
、
半
数
と
は
な

ら
な
い
。
）
、
比
例
代
表
な

ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
首
長
を
直
接
公

選
制
に
す
る
際
は
、
住
民
投
票
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

で
は
、
大
都
市
に
お
い
て
一
つ
の
政
党
に
議
席
が
偏
る
事
例
、
首

長
や
議
員
の
期
数
制
限
を
し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。 

今
後
の
人
口
減
少
が
進
む
と
予
測
さ
れ
る
中
、
各
地
域
の
自
治

体
議
員
が
ど
の
よ
う
に
住
民
意
見
を
く
み
取
っ
て
い
く
か
、
さ
ら

に
、
そ
れ
を
行
政
運
営
に
反
映
さ
せ
て
い
く
か
、
大
き
な
課
題
で

あ
り
、
ま
さ
し
く
自
治
体
議
会
議
員
や
住
民
に
よ
っ
て
、
自
己
の

減少数

～10万未満 1

10万以上20万未満 6

20万以上30万未満 13

30万以上40万未満 13

40万以上50万未満 3

50万以上60万未満 4

60万以上70万未満 1

70万以上80万未満 2

80万以上90万未満 0

90万以上100万未満 0

100万以上 2



住
む
町
の
将
来
に
つ
い
て
論
議
を
尽
く
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。 

（
※
表
は
、
平
成
１７
年
か
ら
平
成
４７
年
ま
で
各
都
道
府
県
人
口
推
計

で
の
減
少
数
。
例
え
ば
、
１
０
０
万
人
以
上
の
減
少
は
２
団
体
が
見
込

ま
れ
る
。・
社
人
研
、
平
成
２
５
年
３
月
推
計
人
口
資
料
よ
り
作
成
。
） 

◆
決
算
議
会
を
迎
え
て 

 

毎
年
、「
予
算
、
補
正
、
決
算
」
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
議
会
審
査

が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
地
方
議
会
で
は
、
翌
年
度
予
算
編
成
前
に

決
算
審
査
（
開
会
中
・
閉
会
中
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
決
算

審
査
の
内
容
が
予
算
編
成
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。 

 

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
自
治
体
の
規
模
や
事
業
に
よ
っ
て

は
、
多
く
の
個
別
決
算
書
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ほ
か
に
、
成
果
と
実
績
、
普
通
会
計
と
し
て
の
決
算
統
計
、
健
全

化
比
率
、
新
公
会
計
、
事
務
事
業
評
価
と
財
政
運
営
を
確
認
す
る

多
く
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
支
出
の
裏
付
け
と
な
る
法

令
、
条
例
、
規
則
、
要
綱
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

規
則
、
要
綱
な
ど
の
見
直
し
は
、
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
手
間
が
か
か
り
ま
す
が
つ
ね
づ
ね
目
を
通
し
て
お
く
と

良
い
と
思
い
ま
す
。 

◆
国
の
動
き
も
参
考
に 

 

 

経
済
財
政
諮
問
会
議
な
ど
の
論
議
※
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
内

容
と
し
て
は
、
地
方
の
「
積
立
金
の
増
加
や
単
独
事
業
に
つ
い
て
、
実

態
把
握
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
趣
旨
の
指
摘
が
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
「
個
別
団
体
ご
と
の
詳
細
な
状
況
を
更
に
把
握
す
る
必

要
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
基
金
の
積
立
て
を
行
っ
て
い

る
の
か
、
調
査
分
析
を
行
う
。」
高
市
議
員
（
当
時
・
総
務
大
臣
）

が
答
え
て
い
ま
す
。 

 

積
立
金
、
地
方
債
や
臨
在
債
、
単
独
事
業
に
つ
い
て
、
必
要
性

や
維
持
補
修
の
状
況
、
将
来
負
担
な
ど
、
国
の
動
向
に
も
注
意
を

払
い
つ
つ
、
予
算
執
行
、
財
政
運
営
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。（
※
平
成
２９
年
５
月
１１
日
開
催
議
事
要
旨

を
参
照
。）
必
要
に
よ
っ
て
は
、
個
別
自
治
体
の
状
況
を
踏
ま
え
、

意
見
書
な
ど
で
要
望
を
提
出
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

◆
個
別
歳
出
の
分
析
と
将
来
へ
の
備
え 

各
自
治
体
と
も
、
民
生
費
（
社
会
保
障
関
係
）
の
歳
出
が
増
大

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
歳
出
の
効
果
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
自
治
体
に
よ
っ
て
重
点
課
題
が
異
な
り
、
歳
出
も
そ
れ
に

合
わ
せ
て
の
予
算
措
置
や
歳
出
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

子
ど
も
の
学
習
支
援
、
食
の
安
心
・
安
全
と
知
識
啓
発
や
認
識

促
進
、
自
殺
対
策
な
ど
自
治
体
の
行
政
は
、
細
か
く
、
し
か
も
広

が
り
を
見
せ
て
き
て
い
ま
す
。
自
殺
対
策
な
ど
自
治
体
に
よ
っ
て

は
、
条
例
化
に
よ
り
対
策
を
進
め
て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。 

子
ど
も
の
学
習
支
援
で
は
、
小
・
中
学
生
へ
の
支
援
だ
け
で
は

な
く
、
高
校
進
学
後
の
フ
ォ
ロ
ー
も
行
っ
て
い
る
自
治
体
も
み
ら

れ
ま
す
。
縦
割
り
で
は
な
く
、
行
政
全
体
と
し
て
横
割
り
の
取
組

の
充
実
が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。（
※
参
考
「
子
ど
も
の
学
習

支
援
事
業
の
効
果
的
な
異
分
野
連
携
と
事
業
の
効
果
検
証
に
関
す
る

調
査
研
究
事
業
」
報
告
書 
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（『
２
０
１
７
年
８
月
』
発
行
よ
り
） 


